
一
日
も
律
無
か
る
可
か
ら
ず

（
本
誌
前
号
掲
載
）
に
書
い
た
よ
う
に
、
『
商
君
書
』

律
を
あ
ら
か
じ
め
制
定
し
て
人
民
に
公
開
し
、
人
民
が
法
律
を
盾
に
取
っ
て
官
吏
の
不
当
な
処
分
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
、
と
い
う
罪
刑
法
定
主
義
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
稿
「
旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
存
在
に
つ
い
て
」
（
本
誌
第
六
十

五
巻
第
三
号
掲
載
）
に
書
い
た
よ
う
に
、
『
商
君
書
』
定
分
篇
か
ら
直
接
に
学
ん
だ
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な

罪
刑
法
定
主
義
は
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
六
年
―
―
―
月
条
に
附
さ
れ
た
孔
穎
達
の
「
正
義
」
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
儒
教
思
想
に
取
り
入

前
稿
「
法
令
は
民
の
命
な
り
」

鄭
人
が
刑
書
を
鋳
た
話

目

次

鄭
人
が
刑
書
を
鋳
た
話

『左
伝
j

昭
公
六
年
条
「
正
義
」
の
罪
刑
法
定
主
義

罪
刑
法
定
主
義
の
国
教
化

ー
旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
国
教
化
|
—
'

日
も
律
無
か
る
可
か
ら
ず

（一

八
八
六
）

の
定
分
篇
の
中
に
、
犯
罪
と
刑
罰
と
を
定
め
た
法

佐

立

治

人



れ
ら
れ
た
。

[
中
略
]

罪
刑
法
定
主
義
を
承
認
す
る
「
正
義
」
の
文
章
を
紹
介
す
る
前
に
、
そ
の
「
正
義
」
が
附
さ
れ
て
い
る

（前
五
三
六
）
三
月
条
の
記
事
を
読
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』
及
び
そ
の

注
疏
は
、
清
嘉
慶
二
十
年

(-
八
一
五
）
重
刊
宋
本

『左
伝
注
疏
』
の
影
印
本

（中
文
出
版
社
）
を
見
た
。
丸
括
弧
内
は
晋
の
杜
預
の
注
、

ま
た
は
孔
穎
達
の
疏
即
ち
「
正
義
」
、
も
し
く
は
そ
の
両
方
の
文
章
で
あ
る
。
和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
竹
内
照
夫
訳

『春
秋
左
氏
伝
』

三
月
、
鄭
国
の
人
が
刑
書
を
鋳
た
。（
注
。
刑
書
を
鼎
に
鋳
て
、
国
の
常
法
と
し
た
。
）
晋
の
叔
向
が
使
者
を
派
遣
し
て
鄭
の
宰
相
の

子
産
に
手
紙
を
送
っ
て
言
っ
た
。
「
こ
れ
ま
で
私
は
あ
な
た
を
模
範
と
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
、

（一

八
八
五
）

や
め
ま
し
た
。
昔
、
聖
王
は
、
事
件

が
起
こ
る
た
び
ご
と
に
適
切
な
判
断
を
下
し
て
解
決
し
、
あ
ら
か
じ
め
刑
法
を
制
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
争
う
心
を
人
民
が
持
つ
こ
と

を
心
配
し
た
か
ら
で
す
。
（注
。
事
件
が
起
こ
っ
て
か
ら
刑
を
定
め
る
。
あ
ら
か
じ
め
刑
法
を
設
け
て
お
か
な
い
の
で
あ
る
。
刑
法
を

あ
ら
か
じ
め
設
け
て
お
く
と
、
人
民
が
争
い
の
種
を
知
っ
て
し
ま
う
。
）

人
民
が
刑
法
の
存
在
を
知
り
ま
す
と
、
為
政
者
を
恐
れ
な
く
な
り
ま
す
。
（注
。
権
威
が
法
に
移
る
の
で
、
人
民
が
為
政
者
を
畏
れ

な
く
な
る
。
疏
。
「
正
義
」
が
言
う
。
刑
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
威
力
を
測
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
人
民
は
為
政
者
を
畏
れ
る

の
で
す
。
今
、
刑
法
を
制
定
し
、
鼎
に
鋳
込
ん
で
人
民
に
示
し
ま
し
た
。
人
民
は
、
為
政
者
が
法
を
越
え
て
人
民
を
罰
し
よ
う
と
は
せ

ず
、
ま
た
、
為
政
者
が
法
を
曲
げ
て
人
民
に
恩
を
施
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
知
り
ま
す
の
で
、
権
柄
が
法
に
移
り
ま
す
。
で
す
か
ら

【
和
訳
】

（平
凡
社
、
昭
和
五
十
年
）
を
参
考
に
し
た
。

関

法

第
六
五
巻
五
号

『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
六
年



一
日
も
律
無
か
る
可
か
ら
ず

人
民
は
皆
、
為
政
者
を
畏
れ
な
く
な
り
ま
す
。）
そ
し
て
人
民
は
皆
、
争
う
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
刑
書
を
拠
り
所
に
し
て
、
幸
運

を
求
め
て
勝
手
な
法
律
解
釈
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
（注
。
法
文
の
解
釈
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
争
い
、
幸
運
に
も

裁
判
官
を
説
得
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
ご
ま
か
し
の
法
律
解
釈
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
疏
。
「
正
義
」
が
言
う
。
法
律
の
規
定
に

は
限
り
が
あ
り
ま
す
が
、
人
民
が
犯
す
罪
の
態
様
に
は
窮
ま
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
法
律
を
つ
く
り
条
文
を
立
て
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
罪
を

網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
人
民
が
犯
す
罪
の
態
様
は
、
必
ず
し
も
正
確
に
法
律
と

一
致
し
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
法
律
解
釈
を

疑
う
理
窟
が
生
ま
れ
ま
す
。
法
律
解
釈
を
疑
い
ま
す
と
、
自
分
の
行
為
が
罪
に
当
た
る
か
ど
う
か
を
為
政
者
と
争
う
心
が
生
ま
れ
ま
す
。

杜
預
の
注
が
「
幸
運
に
も
裁
判
官
を
説
得
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
ご
ま
か
し
の
法
律
解
釈
を
行
う
よ
う
に
な
る
。」
と
述
べ
て
い

る
の
は
、
本
当
に
罪
が
あ
る
の
に
、
免
罪
を
勝
ち
獲
よ
う
と
す
る
者
の
こ
と
で
す
。
）
人
民
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

人
民
が
争
端
を
知
り
ま
す
と
、
礼
を
棄
て
て
刑
書
を
拠
り
所
に
し
よ
う
と
し
ま
す
。
（疏
。
「
正
義
」
が
言
う
。
「
端
」
と
は
本
と
い

う
意
味
で
す
。
今
、
鼎
を
鋳
て
人
民
に
示
し
ま
す
と
、
人
民
は
、
罪
を
争
う
本
が
刑
書
に
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
す
。
礼
を
制
定
し
て
人

民
の
規
範
と
し
、
刑
書
を
作
っ
て
人
民
の
罪
を
防
ぎ
ま
す
。
礼
に
違
反
す
る
あ
や
ま
ち
は
、
刑
書
が
禁
じ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
人
民
は
礼
を
棄
て
て
、
拠
り
所
を
刑
書
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
刑
書
に
違
礼
の
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
人

民
は
必
ず
礼
を
棄
て
て
用
い
ま
せ
ん
。
）
錐
や
刀
の
先
の
よ
う
な
小
事
で
さ
え
、
こ
と
ご
と
く
争
お
う
と
し
ま
す
。
常
識
は
ず
れ
の
訴

訟
が
多
発
し
、
賄
賂
が
は
び
こ
り
ま
す
。
あ
な
た
の
代
が
終
わ

っ
た
後
、
鄭
国
は
崩
壊
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
国
が
滅
び
よ

う
と
し
て
い
る
時
は
、
必
ず
法
律
の
数
が
多
い
、
と
私
は
聞
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
鄭
国
の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」

子
産
は
返
書
し
て
言

っ
た
。
「
あ
な
た
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
私
は
無
能
で
、
子
孫
の
こ
と
ま
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

[
中
略
]

（一

八
八
四
）



（
一
八
八
三
）

私
は
今
生
き
て
い
る
人
々
を
助
け
る
だ
け
で
す
。
（
疏
。
「
正
義
」
が
言
う
。
当
時
、
鄭
国
の
大
夫
や
邑
長
は
、
お
そ
ら
く
、
裁
判
が
不

公
平
で
、
刑
罰
の
軽
重
が
不
当
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
こ
の
刑
書
を
作
っ
て
施
行
し
ま
し
た
。
当
時
の
人
々
を
助
け
る

手
段
で
し
た
。
）
御
命
令
に
従
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
御
恩
は
決
し
て
忘
れ
ま
せ
ん
。
」

三
月
、
鄭
人
、
鋳
刑
書
。
（
注
。
鋳
刑
書
於
鼎
、
以
為
国
之
常
法
。
）
叔
向
使
飴
子
産
書
日
、
始
吾
有
虞
於
子
。
今
則
已
突
。
昔
先
王

議
事
以
制
、
不
為
刑
辟
。
憫
民
之
有
争
心
也
。
（
注
。
臨
事
制
刑
、
不
豫
設
法
也
。
法
豫
設
、
則
民
知
争
端
0
)

[
中
略
]
民
知
有
辟
、

則
不
忌
於
上
。
（
注
。
権
移
於
法
。
故
民
不
畏
上
。
疏
。
正
義
曰
、
刑
不
可
知
、
威
不
可
測
、
則
民
畏
上
也
。
今
、
制
法
以
定
之
、
勒

鼎
以
示
之
。
民
知
在
上
不
敢
越
法
以
罪
己
、
又
不
能
曲
法
以
施
恩
。
則
権
柄
移
於
法
。
故
民
皆
不
畏
上
。
）
並
有
争
心
、
以
徴
於
書
、

而
檄
幸
以
成
之
。
（
注
。
因
危
文
以
生
争
、
縁
檄
幸
以
成
其
巧
偽
。
疏
。
正
義
曰
、
法
之
設
文
有
限
、
民
之
犯
罪
無
窮
。
為
法
立
文
、

不
能
網
羅
諸
罪
。
民
之
所
犯
、
不
必
正
与
法
同
。
自
然
有
危
疑
之
理
。
因
此
危
文
、
以
生
与
上
争
罪
之
心
。
縁
檄
幸
以
成
其
巧
偽
。
将

有
実
罪
、
而
獲
免
者
也
。
）
弗
可
為
突
0

[
中
略
]
民
知
争
端
突
。
将
棄
礼
而
徴
於
書
。
（
疏
。
正
義
日
、
端
謂
本
也
。
今
、
鋳
鼎
示
民
、

則
民
知
争
罪
之
本
、
在
於
刑
書
突
。
制
礼
以
為
民
則
、
作
書
以
防
民
罪
。
違
礼
之
思
、
非
刑
書
所
禁
。
故
民
将
棄
礼
而
取
徴
験
於
書
也
。

刑
書
無
違
礼
之
罪
、
民
必
棄
礼
而
不
用
突
。
）
錐
刀
之
末
、
将
尽
争
之
。
乱
獄
滋
豊
、
賄
賂
並
行
。
終
子
之
世
、
鄭
其
敗
乎
。
貯
聞
之
、

国
将
亡
、
必
多
制
。
其
此
之
謂
乎
。
復
書
日
、
若
吾
子
之
言
。
僑
不
オ
、
不
能
及
子
孫
。
吾
以
救
世
也
。
（
疏
。
正
義
曰
、
当
時
、
鄭

国
大
夫
邑
長
、
蓋
有
断
獄
不
平
、
軽
重
失
中
。
故
作
此
書
、
以
令
之
。
所
以
救
当
世
。
）
既
不
承
命
、
敢
忘
大
恵
。

鄭
国
は
現
在
の
河
南
省
新
鄭
県
で
あ
る
。
魯
の
昭
公
の
六
年
は
、
鄭
の
簡
公
の
三
十
年
に
当
た
る
。
子
産
は
、
鄭
の
成
公
の
子
で
、
名

【
原
文
】

関
法
第
六
五
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一
日
も
律
無
か
る
可
か
ら
ず

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
魏
の
李
裡
は

昭
公
二
十
九
年
冬
条
）
。
こ
れ
ら
の

『法
経
六
篇
』
を
作
り
、
漢
の
爾
何
は

産
に
手
紙
を
送
っ
た
叔
向
は
、
晋
の
大
夫
、
羊
舌
貯
で
、
「
叔
向
」
は
字
で
あ
る
。

五

一
日
た
り
と
も
、
「
律
」
が
存
在
し
な
い
わ

「
九
章
律
』
を
造
り
、
天
下
に
頒
か
ち
、
人
民
に
公
開
し
ま

は
僑
、
「
子
産
」
は
字
で
あ
る
。
簡
公
二
十
三
年

（前
五
四
三
）
に
鄭
の
宰
相
に
任
じ
ら
れ
、
鄭
定
公
八
年
（
前
五
二
二
）

に
歿
し
た
。
子

鄭
の
子
産
が
刑
法
を
鼎
に
鋳
込
ん
で
人
民
に
公
開
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
晋
の
叔
向
が
、
法
律
を
あ
ら
か
じ
め
制
定
し
て
人
民
に
公
開

す
れ
ば
、
人
民
は
、
法
律
こ
そ
が
裁
判
の
判
決
基
準
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
為
政
者
を
畏
れ
な
く
な
り
、
法
律
を
拠
り
所
に
し
て
、
自
分

に
都
合
の
よ
い
法
律
解
釈
を
し
て
、
為
政
者
と
争
う
よ
う
に
な
る
の
で
、
為
政
者
が
人
民
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
、
と
非
難
し

た
の
で
あ
る
。

の
罪
刑
法
定
主
義

前
節
に
掲
げ
た
「
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
六
年
三
月
条
の
「
終
子
之
世
、
鄭
其
敗
乎
。
」

の
文
に
附
さ
れ
た
孔
穎
達
の
「
正
義
」
に
次
の

子
産
が
刑
書
を
鋳
て
、
叔
向
が
こ
れ
を
非
難
し
ま
し
た
。
晋
の
趙
軟
が
刑
鼎
を
鋳
て
、
孔
子
が
こ
れ
を
非
難
し
ま
し
た

『
左
伝
』

し
た
。
秦
漢
以
来
、
こ
の
方
法
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
今
の
目
で
見
ま
す
と
、

【
和
訳
】

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

二
段
に
分
け
て
紹
介
す
る
。

「
左
伝
」
昭
公
六
年
条
「
正
義
」

（一

八
八
二
）

（
『
左
伝
』

の
文
章
に
従
う
な
ら
ば
、
刑
の
軽
重
は
、
人
民
に
知
ら
せ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
り

け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
あ
る
い
は
官
吏
の
能
力
が
昔
に
比
べ
て
劣
り
、
人
民
が
昔
に
比
べ
て
悪
賢
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も



子
産
、
刑
書
を
鋳
て
、
叔
向
、
こ
れ
を
責
む
。
趙
軟
、
刑
鼎
を
鋳
て
、
仲
尼
、
こ
れ
を
識
る
。
此
の
伝
文
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
刑
の

軽
重
は
民
を
し
て
知
ら
し
む
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
し
か
る
に
李
裡
、
法
を
作
り
、
癖
何
、
律
を
造
り
、
天
下
に
頒
か
ち
、
兆
民
に
懸
示

【
訓
読
】

令
常
懐
怖
憫
。
故
仲
尼
叔
向
、
所
以
護
其
鋳
刑
書
也
。

子
産
鋳
刑
書
、
而
叔
向
責
之
。
趙
鞍
鋳
刑
鼎
、
而
仲
尼
護
之
。
如
此
伝
文
、
則
刑
之
軽
重
、
不
可
使
民
知
也
。
而
李
裡
作
法
、
爾
何

造
律
、
頒
於
天
下
、
懸
示
兆
民
。
秦
漢
以
来
、
莫
之
能
革
。
以
今
観
之
、
不
可

一
日
而
無
律
也
。
為
当
吏
不
及
古
、
民
偽
於
昔
。
為
是

聖
人
作
法
、
不
能
経
遠
。
古
今
之
政
、
何
以
異
乎
゜
斯
有
旨
突
。
古
者
、
分
地
建
国
、
作
邑
命
家
、
諸
侯
則
突
世
相
承
、
大
夫
亦
子
孫

不
絶
。
皆
知
国
為
我
土
、
衆
実
我
民
。
自
有
愛
吝
之
心
、
不
生
残
賊
之
意
。
故
得
設
法
以
待
刑
、
臨
事
而
議
罪
。
不
須
豫
以
告
民
、
自

【
原
文
】

（一

八
八

一）

聖
人
が
考
案
し
た
行
政
手
法
は
後
世
に
は
通
用
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
古
今
の
行
政
は
何
が
異
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
は
わ

昔
は
土
地
を
分
け
て
国
を
建
て
、
都
市
を
作
り
戸
を
立
て
ま
し
た
。
諸
侯
は
代
々
、
封
国
を
受
け
継
ぎ
、
大
夫
も
ま
た
子
孫
が
地
位

を
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。
彼
ら
は
皆
、
国
は
自
分
の
土
地
で
あ
り
、
民
は
自
分
の
民
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
人
民
を
大

切
に
す
る
気
持
ち
が
自
然
に
生
ま
れ
、
人
民
を
残
酷
に
扱
う
気
持
ち
は
生
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
判
断
の
手
が
か
り
と
し
て

の
法
を
設
け
て
お
く
だ
け
で
、
刑
罰
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
か
ず
、
事
件
が
起
こ
る
た
び
ご
と
に
罪
の
軽
重
を
審
議
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
。
刑
法
を
あ
ら
か
じ
め
人
民
に
公
開
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
人
民
に
常
に
恐
怖
感
を
抱
か
せ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
す
か
ら
、
孔
子
や
叔
向
が
、
子
産
と
趙
軟
と
が
刑
書
を
鋳
た
こ
と
を
非
難
し
た
わ
け
で
す
。

け
が
あ
る
の
で
す
。
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一
日
も
律
無
か
る
可
か
ら
ず

り
所
に
し
て
、
為
政
者
を
尊
ば
な
く
な
る
、
と
非
難
し
た
の
で
あ
る
。

す
。
秦
漢
以
来
、
こ
れ
を
能
く
革
む
る
な
し
。
今
を
以
て
之
れ
を
観
る
に
、

及
ば
ず
、
民
、
昔
よ
り
も
偽
な
る
か
。
為
是
、
聖
人
、
法
を
作
る
も
、
経
遠
す
る
能
わ
ざ
る
か
。
古
今
の
政
、
何
を
以
て
異
な
る
か
。

斯
れ
旨
有
り
。
古
は
、
地
を
分
か
ち
国
を
建
て
、
邑
を
作
り
家
を
命
じ
、
諸
侯
な
れ
ば
則
ち
突
世
、
相
い
承
け
、
大
夫
も
亦
た
子
孫
、

絶
え
ず
。
皆
、
国
は
我
が
土
た
り
、
衆
は
実
に
我
が
民
な
る
を
知
る
。
自
ら
愛
吝
の
心
有
り
、
残
賊
の
意
を
生
ぜ
ず
。
故
に
法
を
設
け

て
以
て
刑
を
待
ち
、
事
に
臨
ん
で
罪
を
議
す
る
を
得
。
豫
め
以
て
民
に
告
げ
、
自
り
て
常
に
怖
憫
を
懐
か
し
む
る
を
須
い
ず
。
故
に
仲

尼
．
叔
向
、
其
の
、
刑
書
を
鋳
る
を
護
る
所
以
な
り
。

七

一
日
も
律
無
か
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
為
当
、
吏
、
古
に

「
趙
軟
、
刑
鼎
を
鋳
て
、
仲
尼
、
こ
れ
を
護
る
。」
と
あ
る
。『
左
伝
』
昭
公
二
十
九
年

（前
五

一
三
）
冬
条
に
、
「
晋
の
趙
軟
．
荀
寅
、

師
を
帥
い
て
汝
浜
に
城
く
。
遂
に
晋
国
に

一
鼓
の
鉄
（

一
鼓
は
四
八
〇
斤
。
一

斤
は

二
五
0
グ
ラ
ム
。
）
を
賦
し
、
以
て
刑
鼎
を
鋳
る
。

苑
宣
子
（
晋
の
執
政
。
前
五
四
七
年
歿
。
）
の
為
る
と
こ
ろ
の
刑
書
を
著
す
。
仲
尼
曰
く
、
晋
、
其
れ
亡
び
ん
か
。
其
の
度
を
失
え
り
。

夫
れ
晋
国
は
将
て
唐
叔
（
周
の
成
王
の
弟
。
晋
侯
の
祖
。
）
の
受
く
る
と
こ
ろ
の
法
度
を
守
り
、
以
て
其
の
民
を
経
緯
す
。
卿
大
夫
、
序

た
が

を
以
て
之
れ
を
守
る
。
民
は
是
を
以
て
能
＜
其
の
貴
を
尊
び
、
貴
は
是
を
以
て
能
＜
其
の
業
を
守
る
。
貴
賤
、
思
わ
ず
。
い
わ
ゆ
る
度
な

り
。
（
中
略
）
今
、
是
の
度
を
棄
て
て
、
刑
鼎
を
為
る
。
民
、
鼎
に
在
り
。
何
を
以
て
貴
を
尊
ば
ん
や
。
貴
は
何
の
業
を
か
之
れ
守
ら
ん
。

お
さ

貴
賤
、
序
無
し
。
何
を
以
て
国
を
為
め
ん
や
。
（
後
略
）
と
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
孔
子
も
ま
た
、
刑
鼎
を
鋳
る
と
、
人
民
は
刑
鼎
を
拠

（
一
八
八

0
)



整
理
し
て
、
人
民
に
公
開
し
て
施
行
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

だ
名
を
も
ら
い
ま
し
た

秦
漢
以
来
、
天
下
が
―
つ
に
な
り
ま
し
た
。
地
方
官
は
任
期
が
終
わ
る
と
交
代
し
、
管
轄
す
る
人
民
は
も
は
や
自
分
の
所
有
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
人
民
に
対
す
る
処
分
が
生
ぬ
る
け
れ
ば
、
勤
務
評
価
で
悪
い
点
を
つ
け
ら
れ
、
処
分
が
厳
し
け
れ
ば
、
合
格
点
を
つ
け
て

も
ら
え
ま
す
。
そ
の
上
、
管
轄
区
域
が
広
大
で
、
人
口
が
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て
お
り
、
大
郡
は
境
界
が
四
方
千
里
余
り
で
、
上
県
は

戸
数
が
万
単
位
で
す
。
わ
が
ま
ま
な
有
力
者
が
都
市
を
横
行
し
、
凶
暴
で
欲
深
い
者
が
村
里
で
威
張
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
漢
代
で

は
、
酷
吏
が
専
ら
刑
罰
に
頼
り
ま
し
た
。
あ
る
者
は
、
感
情
に
ま
か
せ
て
、
死
刑
を
好
み
、
不
屈
の
権
威
を
打
ち
立
て
ま
し
た
。
衆
情

に
背
き
、
自
己
の
偏
見
に
従
っ
て
、
他
人
が
予
測
し
難
い
狡
知
を
発
揮
し
ま
し
た

り
ま
し
た
。
酷
吏
の
一
人
、
那
都
は
「
蒼
鷹
」
と
い
う
あ
だ
名
を
つ
け
ら
れ

喜
怒
愛
憎
の
感
情
に
従
っ
て
法
の
趣
旨
を
改
変
す
る
で
し
ょ
う
（
『
史
記
』
酷
吏
列
伝
、
周
陽
由
の
項
）
。
法
律
を
制
定
し
て
、
こ
れ
を

犯
し
た
行
為
が
条
文
に
該
当
す
れ
ば
、
律
に
拠
っ
て
判
決
を
下
し
ま
す
。
罪
が
疑
わ
し
く
判
断
に
迷
う
と
き
は
、
上
級
官
府
に
判
断

を
委
ね
ま
す
。
で
す
か
ら
人
民
は
、
裁
判
が
公
正
で
あ
る
か
ど
う
か
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
天
下
が
治
ま
り
ま
す
。
聖
人
が
考
案

し
た
行
政
手
法
が
良
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
昔
の
行
政
手
法
は
現
代
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
現
代
の
人
が
考

案
し
た
行
政
手
法
が
聖
人
な
み
と
言
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
代
に
は
十
分
に
役
に
立
つ
、
と
い
う
だ
け
で
す
。

「
民
を
観
察
し
て
教
え
方
を
考
え
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
適
切
な
対
処
の
仕
方
を
考
え
る
。
」
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
場
合
に

た
骸
骨
が
落
と
し
穴
を
満
た
し

【
和
訳
】
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（
『
史
記
』
酷
吏
列
伝
）
、
厳
延
年
は
「
屠
伯
」
と
い
う
あ

（一

八
七
九
）

（
『
漢
書
』
酷
吏
伝
、
厳
延
年
の
項
）
。
積
み
重
な
っ

（
「
漢
書
』
酷
吏
伝
、
手
賞
の
項
）
、
流
れ
た
血
が
野
原
を
赤
く
染
め
る
、
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
に
至

（
『
漢
書
』
酷
吏
伝
）
。
酷
吏
が
誅
殺
し
た
り
釈
放
し
た
り
す
る
の
に
ま
か
せ
て
い
て
は
、
酷
吏
は
必
ず
自
分
の

い
わ
ゆ
る

J¥ 



秦
漢
以
来
、
天
下
、

一
と
為
る
。
長
吏
、
時
を
以
て
遷
代
し
、
其
の
民
は
復
た
己
の
有
に
非
ず
。
儒
弱
な
れ
ば
則
ち
殿
負
と
為
り
、

ま
す
ま

彊
猛
な
れ
ば
則
ち
称
職
と
為
る
。
且
つ
櫃
域
、
闊
遠
に
し
て
、
戸
口
、
滋
す
多
し
。
大
郡
は
党
、
千
里
に
余
り
、
上
県
は
数
、
万
を

以
て
計
う
。
豪
横
な
る
者
、
邦
邑
を
陵
距
し
、
架
健
な
る
者
、
閻
里
に
雄
張
す
。
故
に
漢
世
、
酷
吏
、
専
ら
刑
誅
に
任
す
。
或
い
は
乃

ほ
し
い
ま
ま

ち
情
を
陣
に
し
て
殺
を
好
み
、
其
の
不
撓
の
威
を
成
す
。
衆
に
違
い
て
己
を
用
い
、
以
て
測
り
難
き
の
知
を
表
す
。
積
骸
、
穿
に
満

あ
か
く

ち
、
流
血
、
野
を
丹
す
る
有
る
に
至
る
。
那
都
、
蒼
鷹
の
号
を
被
り
、
延
年
、
屠
伯
の
名
を
受
く
。
復
た
其
の
殺
伐
に
信
せ
、
其
の

縦
舎
に
任
せ
ば
、
必
ず
喜
怒
を
将
っ
て
常
を
変
じ
、
愛
憎
も
て
意
を
改
め
ん
。
法
を
作
り
以
て
之
れ
を
斉
え
、
衆
に
宣
し
以
て
之
れ
を

令
せ
ざ
る
を
得
ず
。
犯
す
と
こ
ろ
条
に
当
た
れ
ば
則
ち
之
れ
を
断
ず
る
に
律
を
以
て
す
。
疑
い
あ
り
て
決
す
る
能
わ
ざ
れ
ば
則
ち
之
れ

【
訓
読
】

一
日
も
律
無
か
る
可
か
ら
ず

此
道
也
。

九

秦
漢
以
来
、
天
下
為

一。

長
吏
以
時
遷
代
、
其
民
非
復
己
有
。
儒
弱
則
為
殿
負
、
彊
猛
則
為
称
職
。
且
張
域
闊
遠
、
戸
口
滋
多
。
大

郡
党
餘
千
里
、
上
県
数
以
万
計
。
豪
横
者
陵
距
邦
邑
‘
舛
禾
健
者
雄
張
閻
里
。
故
漠
世
酷
吏
、
専
任
刑
誅
。
或
乃
輝
情
好
殺
、
成
其
不
撓

之
威
。
違
衆
用
己
、
以
表
難
測
之
知
。
至
有
積
骸
満
穿
、
流
血
丹
野
。
邦
都
被
蒼
鷹
之
号
、
延
年
受
屠
伯
之
名
者
。
復
信
其
殺
伐
、
任

其
縦
舎
、
必
将
喜
怒
変
常
、
愛
憎
改
党
（
「
覚
」
を
玩
元
の
校
勘
記
に
拠
っ
て
「
意
」
に
改
め
る
。）
。
不
得
不
作
法
以
斉
之
、
宜
衆
以

令
之
。
所
犯
当
条
、
則
断
之
以
律
。
疑
不
能
決
、
則
諏
之
上
府
。
故
得
万
民
以
察
、
天
下
以
治
。
聖
人
制
法
、
非
不
善
也
。
古
不
可
施

於
今
。
今
人
所
作
、
非
能
聖
也
。
足
以
周
於
用
。
所
（
玩
元
の
校
勘
記
に
従
っ
て
「
謂
」
字
を
補
う
。
）
観
民
設
教
、
遭
時
制
宜
、
謂

【
原
文
一

つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
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八
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八
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せ
ら
れ
、
則
ち
復
た
進
用
せ
ら
る
。

え
を
設
け
、
時
に
遭
い
て
宜
し
き
を
制
す
、
と
は
此
の
道
を
謂
う
な
り
。

（
一
八
七
七
）

を
上
府
に
諏
す
。
故
に
万
民
以
て
察
し
、
天
下
以
て
治
ま
る
を
得
。
聖
人
、
法
を
制
し
て
善
な
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
古
は
今
に
施

す
可
か
ら
ず
。
今
人
の
作
る
と
こ
ろ
、
能
＜
聖
な
る
に
非
ざ
る
な
り
。
以
て
用
に
周
く
す
る
に
足
る
の
み
。
い
わ
ゆ
る
、
民
を
観
て
教

「
且
張
域
闊
遠
、
戸
口
滋
多
。
」
か
ら
「
延
年
受
屠
伯
之
名
者
。
」
ま
で
の
文
は
、
『
後
漢
書
』
酷
吏
列
伝
の
冒
頭
の
「
漢
は
戦
国
の
餘

烈
を
承
け
、
豪
猾
の
民
多
し
。
其
の
井
兼
す
る
者
は
則
ち
邦
邑
を
陵
横
し
、
架
健
な
る
者
は
則
ち
閻
里
に
雄
張
す
。
且
つ
宰
守
は
瞭
遠
に

し
て
、
戸
口
は
殷
大
な
り
。
故
に
臨
民
の
職
、
専
ら
威
断
を
事
と
し
、
姦
軌
を
族
滅
し
、
先
に
行
い
て
後
に
聞
す
。
情
を
騨
に
し
て
剛
烈

た
り
、
其
の
不
撓
の
威
を
成
す
。
衆
に
違
い
て
己
を
用
い
、
其
の
測
り
難
き
の
智
を
表
す
。
（
中
略
）
故
に
乃
ち
積
骸
、
穿
に
満
ち
、
十

里
に
漂
血
す
。
温
舒
、
虎
冠
の
吏
有
り
、
延
年
、
屠
伯
の
名
を
受
く
る
に
致
る
。
登
に
虚
な
ら
ん
や
。
」
と
い
う
文
を
踏
ま
え
て
い
る
。

「
正
義
」
に
「
儒
弱
な
れ
ば
則
ち
殿
負
と
な
り
、
彊
猛
な
れ
ば
則
ち
称
職
と
な
る
。
」
と
あ
る
。
『
漠
書
』
巻
七
十
六
、
王
尊
伝
に
「
尊

の
子
、
伯
も
ま
た
京
兆
手
と
な
る
。
奥
弱
に
し
て
任
に
勝
え
ざ
る
に
坐
し
て
免
ぜ
ら
る
。
」
、
『
史
記
』
巻
―

二
二
、
酷
吏
列
伝
に
「
王
温

舒
（
中
略
）
河
内
太
守
と
な
る
。
（
中
略
）
郡
中
の
豪
猾
、
相
い
連
坐
す
る
こ
と
千
餘
家
。
上
書
し
て
請
い
、
大
な
る
者
は
族
に
至
り
、

小
な
る
者
は
乃
ち
死
と
す
。
（
中
略
）
十
餘
里
に
流
血
す
る
に
至
る
。
（
中
略
）
其
の
殺
伐
を
好
み
威
を
行
い
人
を
愛
せ
ざ
る
こ
と
此
く
の

如
し
。
天
子
（
武
帝
）
之
れ
を
聞
き
、
以
て
能
と
為
す
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
漢
書
』
巻
九
十
、
酷
吏
伝
に
「
手
賞
（
中
略
）

ま
さ

疾
病
し
て
且
に
死
せ
ん
と
す
。
其
の
諸
子
を
戒
め
て
曰
く
、
丈
夫
、
吏
と
為
り
、
正
に
残
賊
に
坐
し
て
免
ぜ
ら
れ
ば
、
其
の
功
妓
を
追
思

有
る
こ
と
無
し
。
其
の
羞
辱
、
貪
汗
坐
威
よ
り
も
甚
し
。
慎
ん
で
然
る
こ
と
な
か
れ
。
と
。
（
大
意
。
官
吏
が
、
人
民
を
残
酷
に
処
分
し

関
法
第
六
五
巻
五
号

一
た
び
、
軟
弱
に
し
て
任
に
勝
え
ざ
る
に
坐
し
て
免
ぜ
ら
れ
ば
、
終
身
廃
棄
せ
ら
れ
、
赦
さ
る
る
時

1
0
 



一
日
も
律
無
か
る
可
か
ら
ず

え
と
し
て
後
段
に
、
秦
漢
以
来
、
天
下
が
統

一
さ
れ
、
国
家
の
規
模
が
巨
大
に
な
り
、
官
吏
が
私
情
に
任
せ
て
人
民
を
冷
酷
に
扱
う
傾
向

が
生
じ
た
の
で
、
律
を
作
っ
て
人
民
に
公
開
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
律
を
作
っ
て
人
民
に
公
開
し
た
の
は
、

人
民
が
律
の
規
定
を
盾
に
取
っ
て
官
吏
の
横
暴
な
処
分
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
、
と
は
明
記
さ
れ
て
い

な
い
け
れ
ど
も
、
文
脈
か
ら
見
て
、
「正
義
」
の
文
章
が
そ
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

孔
穎
達
「
正
義
」
は
、
人
民
が
法
律
を
盾
に
取

っ
て
官
吏
の
横
暴
な
処
分
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
犯
罪

と
そ
れ
に
対
す
る
刑
罰
と
を
定
め
た
法
律
を
あ
ら
か
じ
め
制
定
し
、
人
民
に
公
開
す
る
、
と
い
う
罪
刑
法
定
主
義
を
、
「
古
は
今
に
施
す

可
か
ら
ず
。
」
「
民
を
観
て
教
え
を
設
く
。
時
に
遭
い
て
宜
し
き
を
制
す
。
」
と
い
う
理
由
で
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
「
正
義
」
が
罪
刑
法
定

て
お
り
、
今
と
な

っ
て
は
、

『周
易
』
観
に
「
象
日
、

（
中
略
）
先
王
、
以
省
方
、
観
民
設
教
。」
と
あ
る
。

を
貪
っ

た
罪
で
処
罰
さ
れ
る
よ
り
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
す
。）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

末
尾
に
「
い
わ
ゆ
る
、
民
を
観
て
教
え
を
設
け
、
時
に
遭
い
て
宜
し
き
を
制
す
、
と
は
此
の
道
を
謂
う
な
り
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『尚
書』

呂
刑
の
冒
頭
の
文
の
孔
氏
伝
に
附
さ
れ
た
孔
穎
達
の
「
正
義
」
に
も

「所
謂
観
民
設
教
、
遭
時
制
宜。
」
と
あ
る
か
ら
、
「
観
民

設
教
、
遭
時
制
宜
。
」
と
い
う
八
字
並
び
の
文
は
、
何
か
の
古
典
の
文
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
「
観
民
設
教
」
は
、

前
段
で
、
昔
は
、
刑
罰
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
法
を
判
断
の
手
が
か
り
と
し
て
設
け
て
お
く
だ
け
で
、
人
民
に
公
開
せ
ず
、

事
件
が
起

こ
る
た
び
ご
と
に
罪
の
軽
重
を
審
議
し
て
い
た
の
に
、

秦
漢
以
来
、
犯
罪
と
そ
れ
に
対
す
る
刑
罰
を
定
め
た
律
を
作
っ
て
人
民
に
公
開
し

一
日
た
り
と
も
律
な
し
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
答

処
分
が
生
ぬ
る
＜
、
職
務
を
行
う
能
力
が
な
い
罪
で
罷
免
さ
れ
る
と
、

（一

八
七
六）

一
生
、
赦
さ
れ
ず
、

二
度
と
任
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
賄
賂

た
罪
で
罷
免
さ
れ
た
場
合
は
、
後
か
ら
功
績
を
認
め
ら
れ
、
再
び
任
用
さ
れ
、
昇
進
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

一
度
で
も
、
人
民
に
対
す
る



義
』
の
撰
定
者
の
見
解
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
秦
漢
以
来
、
天
下
、

主
義
を
承
認
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
罪
刑
法
定
主
義
が
儒
教
思
想
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
節
に
紹
介
し
た
孔
穎
達
の
「
正
義
」
の
文
章
は
、
『
五
経
正
義
』

の
一
っ
、
『
春
秋
正
義
』

貞
観
十
二
年
（
六
三
八
）
に
撰
定
し
た
、
『
周
易
』
『
尚
書
』
『
毛
詩
』
『
礼
記
』
『
春
秋
左
氏
伝
』

七
、
貢
拳
下
、
論
経
義
、
『
旧
唐
書
』
巻
七
十
三
、
孔
穎
達
伝
、
同
書
巻
一
八
九
上
、
儒
学
伝
上
）
。

（
一
八
七
五
）

の
一
節
で
あ
る
。
『
五
経
正
義
』
は
、
唐

の
太
宗
の
詔
を
受
け
て
、
国
子
祭
酒
の
孔
穎
達
（
六
四
八
年
歿
）
が
顔
師
古
（
五
八
一
ー
六
四
五
）
・
司
馬
オ
章
・
王
恭
・
王
談
ら
と
共
に
、

の
註
釈
書
で
あ
る

（
『
唐
会
要
」
巻
七
十

『
春
秋
正
義
』
は
、
孔
穎
達
の
序
文
に
拠
れ
ば
、
谷
那
律
・
楊
士
励
・
朱
長
オ
ら
と
共
に
註
釈
文
を
剛
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
隋
の
劉

炊
の
註
釈
を
本
と
し
て
、
陳
の
沈
文
阿
の
註
釈
で
補
い
、
両
方
と
も
間
違
っ
て
い
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
見
解
を
述
べ
た
。
貞
観
十
六
年

（
六
四
二
）
に
再
び
詔
を
受
け
て
、
前
任
者
及
び
馬
嘉
運
・
王
徳
詔
・
蘇
徳
融
・
隋
徳
素
ら
と
共
に
、
勅
使
の
趙
弘
智
（
五
七
ニ
ー
六
五
三
）

の
前
で
覆
審
し
、
『
春
秋
正
義
』
全
三
十
六
巻
と
し
て
完
成
し
た
、
と
い
う
。

罪
刑
法
定
主
義
を
承
認
す
る
「
正
義
」
の
註
釈
は
、
劉
炊
の
見
解
な
の
か
、
沈
文
阿
の
見
解
な
の
か
、
そ
れ
と
も
孔
穎
達
ら
『
春
秋
正

ー
五
六
三
。
『
陳
書
』
巻
―
―
―
十
三
に
伝
が
あ
る
。
）

罪
刑
法
定
主
義
の
国
教
化

関
法
第
六
五
巻
五
号

一
と
為
る
。
」
と
い
う
文
言
が
、
南
朝
の
人
で
あ
る
沈
文
阿
（
五

0
三

の
文
言
と
し
て
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
劉
妓
は
、
『
隋
書
』
巻
七
十
五
、
儒
林
伝
に
拠
れ
ば
、

燭
帝
の
時
に
律
令
の
編
纂
に
参
加
し
た
。
ま
た
牛
弘
か
ら
「
『
周
礼
』

で
は
府
史
の
数
が
少
な
い
の
に
、
今
は
令
史
の
数
が
前
よ
り
百
倍

に
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
」
と
問
わ
れ
て
、
「
古
と
今
と
は
同
じ
か
ら
ず
。
」
と
答
え
た
、
と
い
う
か
ら
、
劉
妓
の
見
解
で
あ
っ
て
も

お
か
し
く
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
劉
妓
の
見
解
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
正
し
い
見
解
と
判
断
し
て
「
正
義
」
の
註
釈
と
し
て
採
用



一
日
も
律
無
か
る
可
か
ら
ず

前
掲

『唐
会
要
』
巻
七
十
七
に
「
（
永
徽
）

ん
だ
の
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な
い
。

し
た
の
は
、
孔
穎
達
ら

『春
秋
正
義
』

四
年
（
中
略
）
詔
し
て

『五
経
正
義
』
を
）
天
下
に
頒
か
ち
、
毎
年
、
明

の
撰
定
者
な
の
で
あ
る
か
ら
、
孔
頴
達
ら
の
見
解
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『唐
会
要
』
巻
七
十
七
、
貢
拳
下
、
論
経
義
に
「
永
徽
二
年

（六
五

一
）
三
月
十
四
日
、
太
尉
趙
国
公
長
孫
無
忌
、
及
び
中
書
門
下
、

及
び
国
子
三
館
博
士
・
宏
文
学
士
に
詔
す
ら
く
、
故
国
子
祭
酒
孔
穎
達
の
撰
す
る
と
こ
ろ
の
五
経
正
義
、
事
、
遺
謬
有
り
。
仰
せ
て
即
ち

に
刊
正
せ
し
む
、
と
。
四
年
（
六
五
三
）
三
月

一
日
に
至
り
、
太
尉
無
忌
・
左
僕
射
張
行
成
・
侍
中
高
季
輔
、
及
び
国
子
監
官
、
先
に
詔

た
て
ま
つ

を
受
け
て
五
経
正
義
を
修
改
し
、
是
に
至
り
功
、
畢
り
、
之
れ
を
進
る
。
詔
し
て
天
下
に
頒
か
ち
、
毎
年
、
明
経
、
此
れ
に
依
り
て
考
試

せ
し
む
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
永
徽
二
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
、

『五
経
正
義
』
が
修
正
さ
れ
た
か
ら
、
こ
の
時
に
、

罪
刑
法
定
主
義
を
承
認
す
る
註
釈
文
が
『
春
秋
正
義
』
に
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
な
い
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
何
と
も
言
え
な
い
。

永
徽
二
年
閏
九
月
に
、
新
た
に
絹
纂
さ
れ
た
律
令
格
式
が
進
上
さ
れ
、
同
四
年
十
月
に
律
疏
が
進
上
さ
れ
た

（
『
唐
会
要
』
巻
三
十
九
、

定
格
令
）
。
長
孫
無
忌
、
張
行
成
、
高
季
輔

（五
九
六
ー
六
五
三
）
は
こ
の
律
令
格
式
の
編
纂
者
で
あ
り
、
長
孫
無
忌
は
律
疏
の
編
纂
者
の

一
人
で
も
あ
る

十
八
、
本
伝
）

。
（
同
上
）
。
張
行
成

（五
八
七
ー
六
五
三
）
は
、
劉
妓
の
門
人
で
、
刑
部
侍
郎
、
刑
部
尚
書
を
歴
任
し
た

劉
妓
か
、
孔
穎
達
ら
か
、
あ
る
い
は
長
孫
無
忌
ら
か
が
、
人
民
が
官
吏
の
横
暴
な
処
分
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
、
刑
法
を
あ
ら
か
じ
め
制
定
し
、
人
民
に
公
開
す
る
、
と
い
う
罪
刑
法
定
主
義
を
何
か
ら
学
ん
だ
の
か
、

『商
君
書
』
定
分
篇
を
読

（修
改
さ
れ
た

経
、
此
れ
に
依
り
て
考
試
せ
し
む
。」
、
『
旧
唐
書
』
巻
四
、
高
宗
本
紀
、
永
徽
四
年
三
月
壬
子
朔
条
に
「
孔
穎
達
の

『五
経
正
義
』
を
天

下
に
頒
か
つ

。
毎
年
、
明
経
、
此
れ
に
依
り
て
考
試
せ
し
む
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
五
経
正
義
』
は
永
徽
四
年
に
、
明
経
科
の

（一

八
七
四
）

（『
旧
唐
書
』
巻
七



試
験
の
採
点
基
準
と
定
め
ら
れ
た
。
『
五
経
正
義
』

に
取
り
入
れ
ら
れ
、
し
か
も
『
五
経
正
義
』
が
国
家
試
験
の
採
点
基
準
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
罪
刑
法
定
主
義
は
、
こ
の
時
に
唐
朝

の
国
教
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

関
法
第
六
五
巻
五
号

の
一
っ
、
『
春
秋
正
義
』
が
罪
刑
法
定
主
義
を
承
認
し
、
罪
刑
法
定
主
義
が
儒
教
思
想

一
四

（
一
八
七
三
）


